
【添付資料１】

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税事務

 ②事務の内容　※

【業務全体概要】
１．課税準備事務
（１）個人世帯状況の整理
　住民基本台帳に記載されている内容及び住登外登録されている情報から賦課期日時点の現況の反
映を行う。
（２）住民税申告書提出依頼の発送
　住民税申告書の作成を申告対象者に依頼するために、申告が必要な者に住民税申告書の提出依頼
を発送する。

２．課税資料受付事務
（１）給与支払報告書の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
（２）住民税申告書の受付及び確定申告書、法定資料の受付（紙、国税連携電子データ）
（３）公的年金等支払報告書の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
（４）他市町村への資料回送
　本来申告されるべき市町村へ該当資料をまとめて送付する。

３．当初賦課事務
　課税資料として受付けた個人毎の複数の課税資料の中から賦課内容を決定し、税額の計算、徴収区
分等の決定を行い、納税通知書等を作成、発送する。

４．賦課更正事務
　当初賦課後に、税務署からの修正申告書、更正決議書等や調査により賦課決定通知内容に変更が
あった場合に賦課決定内容を変更して通知する。

５．調査事務
（１）扶養調査
　扶養申告内容について申告内容に誤りがないか調査し、申告誤りがある場合には賦課内容の更正を
行う。
（２）税務署通知
　調査により賦課決定内容に更正が発生する場合、税務署側でも所得税の修正を行う必要があるた
め、市が把握した更正内容を所轄の税務署へ通知する。

６　証明書交付事務
　交付申請に基づき、課税証明書や所得証明書を交付する。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、個人住民税業
務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

Ⅰ．個人番号の取得
①住登外システムから住民の個人番号を取得する。
②未登録であった場合、住民基本台帳ネットワークＣＳ端末より、４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を基に住登外者の個人番号を取得し住登外システムに入力する。
③課税資料に記載された個人番号より、未登録の個人番号を取得する。

Ⅱ．個人番号の利用
①本人確認(真正性確認)
「１．課税準備事務」、「２．課税資料受付事務」、「３．当初賦課事務」、「４．賦課更正事務」、「５．調査事
務」において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定する手段として個人
番号を利用する。
②個人番号による個人の特定(個人番号による宛名付設)
「２．課税資料受付事務」において、課税資料に記載された個人番号を個人特定の条件として利用する。
③帳票への印字
　申告書及び納税通知書等に個人番号を出力する。（当面は出力しない。）

Ⅲ．特定個人情報の提供
「３．当初賦課事務」、「４．賦課更正事務」で作成する個人番号を含むデータを団体内統合宛名システム
へアップし、団体内統合宛名システムから中間サーバへ送信する。

Ⅳ．特定個人情報の利用
①中間サーバを通じ生活保護受給情報の照会等を行う。
②中間サーバを通じ障害者手帳等情報の照会等を行う。
③中間サーバを通じ他自治体の個人住民税納税義務者の所得情報の照会等を行う。
④中間サーバを通じ他自治体の個人住民税納税義務者の扶養関係情報の照会等を行う。

＜中間サーバ・団体統合宛名システムにおける事務の内容＞
①新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（団体統
合宛名システム要件）
②番号法別表第２に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムに
提供する。（団体統合宛名システム、中間サーバ要件）
③番号法別表第２に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。（団体統合宛名システム、中間サーバ要件）
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【添付資料１】

 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 30万人以上 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満

 ②事務の内容　※

【業務全体概要】
１．課税準備事務
（１）個人世帯状況の整理
　住民基本台帳に記載されている内容及び住登外登録されている情報から賦課期日時点の現況の反
映を行う。
（２）住民税申告書提出依頼の発送
　住民税申告書の作成を申告対象者に依頼するために、申告が必要な者に住民税申告書の提出依頼
を発送する。

２．課税資料受付事務
（１）給与支払報告書の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
（２）住民税申告書の受付及び確定申告書、法定資料の受付（紙、国税連携電子データ）
（３）公的年金等支払報告書の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
（４）他市町村への資料回送
　本来申告されるべき市町村へ該当資料をまとめて送付する。

３．当初賦課事務
　課税資料として受付けた個人毎の複数の課税資料の中から賦課内容を決定し、税額の計算、徴収区
分等の決定を行い、納税通知書等を作成、発送する。

４．賦課更正事務
　当初賦課後に、税務署からの修正申告書、更正決議書等や調査により賦課決定通知内容に変更が
あった場合に賦課決定内容を変更して通知する。

５．調査事務
（１）扶養調査
　扶養申告内容について申告内容に誤りがないか調査し、申告誤りがある場合には賦課内容の更正を
行う。
（２）税務署通知
　調査により賦課決定内容に更正が発生する場合、税務署側でも所得税の修正を行う必要があるた
め、市が把握した更正内容を所轄の税務署へ通知する。

６　証明書交付事務
　交付申請に基づき、課税証明書や所得証明書を交付する。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、個人住民税業
務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

Ⅰ．個人番号の取得
①住登外システムから住民の個人番号を取得する。
②未登録であった場合、住民基本台帳ネットワークＣＳ端末より、４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を基に住登外者の個人番号を取得し住登外システムに入力する。
③課税資料に記載された個人番号より、未登録の個人番号を取得する。

Ⅱ．個人番号の利用
①本人確認(真正性確認)
「１．課税準備事務」、「２．課税資料受付事務」、「３．当初賦課事務」、「４．賦課更正事務」、「５．調査事
務」において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定する手段として個人
番号を利用する。
②個人番号による個人の特定(個人番号による宛名付設)
「２．課税資料受付事務」において、課税資料に記載された個人番号を個人特定の条件として利用する。
③帳票への印字
　申告書及び納税通知書等に個人番号を出力する。（当面は出力しない。）

Ⅲ．特定個人情報の提供
「３．当初賦課事務」、「４．賦課更正事務」で作成する個人番号を含むデータを団体内統合宛名システム
へアップし、団体内統合宛名システムから中間サーバへ送信する。

Ⅳ．特定個人情報の利用
①中間サーバを通じ生活保護受給情報の照会等を行う。
②中間サーバを通じ障害者手帳等情報の照会等を行う。
③中間サーバを通じ他自治体の個人住民税納税義務者の所得情報の照会等を行う。
④中間サーバを通じ他自治体の個人住民税納税義務者の扶養関係情報の照会等を行う。

＜中間サーバ・団体統合宛名システムにおける事務の内容＞
①新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（団体統
合宛名システム要件）
②番号法別表第２に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムに
提供する。（団体統合宛名システム、中間サーバ要件）
③番号法別表第２に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。（団体統合宛名システム、中間サーバ要件）

5) 30万人以上
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【添付資料１】

 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 10万人以上30万人未満 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 固定資産税事務

 ②事務の内容　※

【業務全体概要】
１．課税台帳の整備事務
（１）土地課税台帳の整備
    売買や地目の変更といった土地の異動内容を正しく把握し、翌年度の課税に向けて土地課税台帳を
整備する。
（２）家屋課税台帳の整備
    売買や住宅の新築・取り壊しといった家屋の異動内容を正しく把握し、翌年度の課税に向けて家屋課
税台帳を整備する。
（３）償却資産課税台帳の整備
    償却資産申告書を発送する。また、提出された償却資産申告書を受付け、申告書の内容を確認す
る。
（４）納税義務者の変更
    固定資産の所有者のうち死亡者を把握し、相続人の調査を行う。

２．価格の決定事務
 地方税法の規定に基づき、毎年３月31日までに固定資産の価格を決定する。

３．縦覧帳簿・名寄帳の作成・公開事務
  固定資産の価格を決定した後、縦覧帳簿や名寄帳を作成し、納税者等の求めに応じ公開する。

４．当初賦課事務
（１）税額の計算
    固定資産の価格を決定した後、固定資産税と都市計画税の税額を計算する。
（２）納税通知書の作成・発送
    固定資産税、都市計画税の納税義務者に対して納税通知書を作成し、発送する。

５．賦課更正事務
  当初賦課後に固定資産の価格を修正した場合、修正した内容を納税義務者に通知する。

６．証明書交付事務
  交付申請に基づき、評価証明書、公課証明書等を交付する。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、固定資産税業
務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

Ⅰ．個人番号の取得
①住登外システムから住民の個人番号を取得する。
②未登録であった場合、住民基本台帳ネットワークＣＳ端末より、４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を基に住登外者の個人番号を取得し住登外システムに入力する。
③償却資産申告書から個人番号を取得する。

Ⅱ．個人番号の利用
①本人確認(真正性確認)
固定資産税事務全般において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定す
る手段として個人番号を利用する。
②帳票への印字
申告書及び納税通知書等に個人番号を出力する。

Ⅲ．特定個人情報の利用
　中間サーバを通じ生活保護受給情報の照会等を行う。

＜中間サーバ・団体統合宛名システムにおける事務の内容＞
①新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（団体統
合宛名システム要件）
②番号法別表第２に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。（団体統合宛名システム、中間サーバ要件）

5) 30万人以上
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【添付資料１】

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 軽自動車税事務

 ②事務の内容　※

【業務全体概要】
１．申告書受付事務
・軽自動車税申告書を受付ける。
（原付、小型特殊以外については、陸運局及び軽自動車検査協会にて受付けた軽自動車税申告書情
報を受領。）
・また、課税保留、課税免除、減免の申請を受付ける。
・地方公共団体システム機構から初度検査年月を含むデータを受取る。

２．当初賦課事務
　賦課期日時点の軽自動車税申告内容を車両台帳に反映し、新年度課税台帳と納税通知書を作成す
る。作成した納税通知書は封入封緘し、納税義務者へ送付する。

３．賦課更正事務
　当初賦課以降に賦課期日以前の軽自動車税申告を受領した場合や、課税保留および減免の申請が
あった場合は、賦課した税額を変更する。納税通知書または税額変更通知書を作成し、納税義務者へ
送付する。

４．転出者への調査事務
　転出した納税義務者に対して、登録されている定置場の変更が正しく行われているかを調査する。

５．証明書交付事務
　交付申請に基づき、継続検査用納税証明書を発行する。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、軽自動車税業
務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

Ⅰ．個人番号の取得
①住登外システムから住民の個人番号を取得する。
②未登録であった場合、住民基本台帳ネットワークＣＳ端末より、４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を基に住登外者の個人番号を取得し住登外システムに入力する。
③軽自動車税申告書から、未登録の個人番号を取得する。（当面記載しない。）

Ⅱ．個人番号の利用
①対象者を正確に把握するため
事務全般において、対象者を正確に把握し、公平かつ適正な課税を行うため、個人番号を利用する。
②帳票への印字
納税通知書等に個人番号を出力する。（当面記載しない。）

Ⅲ．特定個人情報の提供
　住登外システムより、個人番号を含む宛名情報を団体統合宛名システムに送信し、団体統合宛名シス
テムにて団体内統一宛名番号を採番する。その後、団体統合宛名システムから符号要求を行い符号生
成を行う。

Ⅳ．特定個人情報の利用
中間サーバを通じ障害者手帳等情報の照会等を行なう。

＜中間サーバ・団体統合宛名システムにおける事務の内容＞
①新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（団体統
合宛名システム要件）
②番号法別表第２に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。（団体統合宛名システム、中間サーバ要件）

5) 30万人以上

 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 1万人以上10万人未満 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満
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【添付資料１】

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 収納事務

 ②事務の内容　※

【業務全体概要】
１．調定登録・変更事務
（１）当初賦課による調定の登録
　　各税目の調定情報を受け取り登録する。
（２）税額更正による調定の変更
　　各税目において税額が変更された場合、変更調定情報を受け取り登録する。

２．収納消込事務
  納付書による入金や口座振替による入金等の情報をもとに消込を行い、調定額と収入額を比較し、完
納、未納、過誤納を判定する。

３．口座振替の管理
  口座振替結果の確認を行い、正常に口座振替ができた場合は、口座振替済通知書を納税者へ送付す
る。口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書を納税者へ送付する。
  また、口座振替依頼、停止など、納付方法に変更があった場合に整備を行う。

４．還付・充当事務
　二重払いや税額更正による減額などにより、過誤納金が発生した場合、還付・充当事務を行う。

５．督促事務
　納期限を過ぎても納付がない納税者に対し、督促状を発送して納付を促す。

６．返戻・公示事務
　送付先不明などの理由で納税通知書、督促状が返戻となった場合、正しい送付先を調べて再度送付
する。また、送付先が不明のものについては、市の掲示場に必要事項を掲示(公示)する。

７．決算事務
  当該年度の収入実績をまとめる。また、収入未済額を翌年度に徴収するにあたり繰越処理を行う。

８．窓口事務
証明書の交付と納付書の再発行を行う。
（１）納税証明書等の交付
  交付申請に基づき、証明日現在における納付状況等を記載した納税証明書等を交付する。
（２）納付書の再発行
  納付書の紛失や持参を忘れた納税者への対応として納付書を再発行する。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、収納業務では
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

Ⅰ．個人番号の取得
①住登外システムから住民の個人番号を取得する。
②本人に個人番号を確認し、住登外システムのオンラインより、住登外者の個人番号を入力して、収納
システムに連携する。
③未登録であった場合、住民基本台帳ネットワークＣＳ端末より、４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を基に住登外者の個人番号を取得し住登外システムに入力する。

Ⅱ．個人番号の利用
　本人確認(真正性確認)
　収納事務全般において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定する手
段として個人番号を利用する。

5) 30万人以上

 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 30万人以上 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満
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【添付資料１】

 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 30万人以上 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 滞納整理事務

 ②事務の内容　※

【業務全体概要】
１．催告（随時実施）
　督促を行ったにもかかわらず納付されない滞納者に対し、さらに納付を促すために催告を行う。

２．納税猶予（随時実施）
　納期限までに納付できない事情があり徴収を延期すれば納付を見込める滞納者には
　申請により納税の猶予を行う。

３．財産調査（随時実施）
　催告や納税相談の効果がなく納付の見込みが立たない場合、滞納者の財産調査を行う。

４．執行停止（随時実施）
　財産調査の結果、滞納処分をすることができる財産がないなど納付の見込みがない滞納者には
　滞納処分の執行停止を行う。

５．滞納処分（随時実施）
　財産調査の結果、納付できる経済力があるにもかかわらず納付の意志がない滞納者に対し
　滞納処分を行い、その後、換価し、税に充てる。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、収納業務では
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

Ⅰ．個人番号の取得
①住登外システムから住民の個人番号を取得する。
②本人に個人番号を確認し、住登外システムのオンラインより、住登外者の個人番号を入力して、収納
システムに連携する。
③未登録であった場合、住民基本台帳ネットワークＣＳ端末より、４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を基に住登外者の個人番号を取得し住登外システムに入力する。

Ⅱ．個人番号の利用
　本人確認(真正性確認)
　滞納整理事務全般において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定す
る手段として個人番号を利用する。

5) 30万人以上
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 （別添1） 事務の内容

●個人住民税事務

（備考）

①課税資料（確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、住民税申告書、法定資料）を受付け、住民税課税支援システム
へ取り込む。課税資料を取り込むにあたり、データパンチ委託業者にて電子ファイル化（パンチ作業）を行い、この電子ファイルには個
人番号が含まれる。
②住民税課税支援システムにて、受け付けたデータは、一括で個人住民税システムへ連携する。また取り込んだ課税資料について、
個人番号を含むデータファイルを連携する。これにより個人住民税システムからイメージ照会が可能となる。
③課税資料をもとに、個人住民税システムで課税処理を行い通知書を作成して事業所・住民へ送付する。また証明書も個人住民税シ
ステムから発行するが、証明書には個人番号は含まれない。
④調査により、申告情報の誤りがあった場合、資料連絡箋・扶養是正データを税務署（国税庁）へ送付する。
⑤年金特別徴収の各種通知情報のやりとりについて、個人番号を追加する。
⑥宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。また課税資料より個人番号を取得し、宛名システムで保有する個人番号と宛名
番号の紐付けテーブル作成用データを連携する。
⑦当初課税時、異動締め時に他課システム向けデータを作成し提供する。また介護システムなどから個人住民税の課税・調査に必要
なデータを提供してもらう。
⑧当初課税時、異動締め時に所得・控除・税額・扶養情報を中間サーバへアップする。また情報提供ネットワークシステムより他機関、
他市町村の情報を参照する。なお、個人番号が未登録の住登外者の申告は、住民基本台帳ネットワークシステムを介して４情報（氏
名、住所、性別、生年月日）を基に該当個人の個人番号を取得し、住登外システムに登録する。
⑨他市町村へ資料の回送（個人番号含む）、住登外課税通知書（個人番号含む）を送付する。
⑩住登者の異動情報を受け取る。
⑪個人住民税業務全般において、個人番号や本人確認情報を利用できるよう、宛名システムへの連携を行う。
⑫住民からコンビニ等のキオスク端末で、税証明の申請を受付ける。（個人番号カードを利用）
⑬住民にコンビニ等のキオスク端末にて証明書交付システムにより作成した証明書を交付する。
⑭証明書のデータを証明書交付システムに連携する。

①
確
定
申
告
書
、
法
定
資
料
【紙
】

⑫
税
証
明
申
請

【電

中間サーバ

住民

個人住民税システム

①確定申告書

事業所

他課システム 他市町村情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃ

共通基盤システム

所得の把握

eLTAX

所得の把握

データ

パンチ

委託先

団体内統合宛名

システム

税務署・e-TAX（国税庁）

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流れ
【凡例】

④
資
料
連
絡
箋

【紙
】

①
確
定
申
告
書
、
法
定
資
料
【
電
子
】

④
扶
養
是
正
デ
ー
タ

【
電
子
】

①
給
与
支
払
報
告
書

【電
子
】

①
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

①
給
与
支
払
報
告
書

【
媒
体
】

①
給
与
支
払
報
告
書

【
紙
】

⑤
各
種
年
金
特
別
徴
収
依
頼
・結
果

【
電
子
】

③
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
【紙
】
帳

票

印

①
住
民
税
申
告
書

【
紙
】

③
普
通
／
年
金
徴
収
税
額
通
知
書

⑥

⑦
他
課
シ
ス
テ
ム
情
報
デ
ー
タ

【
電
子
】

⑦
他
課
シ
ス
テ
ム
向
け
課
税
デ
ー
タ

【
電
子
】

⑧
所
得
・控
除
・税
額
・扶
養
情
報

【電
子
】

⑧
情
報
連
携

⑨
住
登
外
課
税
通
知
書

【
紙
】

⑨
他
市
回
送
書

【
紙
】

③
課
税
証
明
書
・所
得
証
明
書

【紙
】

日本年金機

①
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

①
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

【
電
子
】

【税務システム】

帳票印

刷委託

先

eLTAX
データ

パンチ

住民税課税支援システム

国税連携システム

データパン

チ委託先

コンビニ(キ

オスク端

末)・証明書

交付セン

⑬
課
税
所
得
証
明
書

【
紙
】

証明書

交付シ

⑭

②

住民税課税

支援システ

②

③
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
【電
子
】

宛名システム

住登外システム

住記システム

⑩

⑪

⑩

住民基本台帳

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

⑥

⑧
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【添付資料１】

 （別添1） 事務の内容

●固定資産税事務

（備考）

①登記済通知書、償却資産申告書などをもとに課税台帳を整備する。所有者が死亡している場合は、現に所有している者を納税義務
者とすることになっているため、死亡している納税義務者を把握し、相続人の調査を行う。
②価格決定（評価額決定）にあたり、家屋評価システムのデータを連携する。また、固定資産評価支援システムのデータを取り込む。
③縦覧帳簿を作成し、納税者へ公開する。
④固定資産の価格を決定した後、固定資産税と都市計画税の税額を計算し、納税通知書を作成して送付する。
⑤統計データを府・総務省へ送付する。
⑥各種証明書を発行する。
⑦宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。また申告書より個人番号を取得し、宛名システムで保有する個人番号と宛名番号
の紐付けテーブル作成用データを連携する。
⑧庁内他部局データ連携
⑨情報提供ネットワークシステムより生活保護情報データを参照する。なお、個人番号が未登録の住登外者の申告は、住民基本台帳
ネットワークシステムを介して４情報（氏名、住所、性別、生年月日）を基に該当個人の個人番号を取得し、住登外システムに登録する。
⑩住登者の異動情報を受け取る。
⑪固定資産税業務全般において、個人番号や本人確認情報を利用できるよう、宛名システムへの連携を行う。

団体内統合宛名

中間サーバ

住民・会社

固定資産税システム

①不動産登記

情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

連携基盤システム

eLTAX

データ

パンチ

委託先

①
登
記
済
通
知
書

【紙
・電
子
】

④
土
地
・
家
屋
価
格
通
知
デ
ー
タ

【電
子
】

③
減
免
申
請

【
紙
】

③
縦
覧
帳
簿

【紙
】

①
償
却
資
産
申
告
書

【
電
子
】

④
納
税
通
知
書

【紙
】

⑦
各
種
申
請
・問
い
合
わ
せ

【窓
口
・電
話
】

⑧
他
課
シ
ス
テ
ム
向
け
デ
ー
タ

【
電
子
】

⑨
情
報
連
携

⑧
他
部
局
向
け
デ
ー
タ

【電
子
】

⑥
評
価
証
明
書
・公
課
証
明
書
・所
有
証
明
書

【
紙
】

帳票印刷

委託先

土地・家屋

評価

システム

①
建
築
確
認
書

【紙
】

①
標
準
地
の
評
価

【紙
】

①
償
却
資
産
申
告
書

【紙
】

建築指導担

当・

不動産鑑定士
登記所

（法務局）

②
評
価
シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
【
電
子
】

他課システム

（国民健康保険・地図情報）
下水道局・

農業委員会 府・総務省

⑤
統
計
デ
ー
タ

【電
子
】

①
相
続
人
指
定
届
・通
知
書

【
紙
】

【税務システム】

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流

【凡例】

宛名システム
⑦ ⑦

住登外システム

住記システム

⑨ ⑩

⑪

⑩

住民基本台帳ﾈｯ

ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
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 （別添1） 事務の内容

●軽自動車税事務

（備考）
①原付、小型特殊については所有者（または販売店）から市町村に申告書を送付する。軽二輪、二輪の小型自動車については所有者
（または販売店）から運輸支局に申告書を送付する。軽三輪、軽四輪、雪上走行用、被牽引車両については所有者（または販売店）から
軽自動車検査協会に申告書を送付する。市町村は運輸支局、軽自動車検査協会から申告書の複製（個人番号が記載）を受領し、新年
度当初賦課に向けて車両台帳を最新化する。軽自動車検査協会は申告書データの提供サービスを行っており、市町村は紙ではなく、電
子データを購入して車両台帳を最新化することも可能である。また平成27年度、平成28年度税制改正において、地方公共団体システム
機構より初度検査年月を含むデータを受取る。また、軽自動車検査協会より納付情報データについても受け取る。なお、軽自動車検査協
会、地方公共団体システム機構より受取るデータについては個人番号は含まれない。
②個人番号が記載された減免申請書を市町村で受け付ける。
③当初賦課処理を行い、納税義務者へ納税通知書を送付する。なお納税通知書には個人番号が記載される。
④減免を決定した旨を納税義務者へ通知するため、減免決定通知書を送付する。なお減免決定通知書には個人番号が記載される。
⑤納税義務者が転出した場合、住所変更通知書を市町村へ送付する。
⑥電話や窓口での問い合わせ事務において個人番号を利用する。
⑦車検用に継続審査用納税証明書を発行する。
⑧市役所で標識交付事務を行っているケースがある。
⑨統計資料を作成し、総務省へ送付する。
⑩宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。（本人確認や個人番号による個人特定に利用）
⑪情報提供ネットワークシステムより生活保護情報データ、障害者手帳データを参照する。なお、個人番号が未登録の住登外者の申告
は、住民基本台帳ネットワークシステムを介して４情報（氏名、住所、性別、生年月日）を基に該当個人の個人番号を取得し、住登外シス
テムに登録する。
⑫住登者の異動情報を受け取る。
⑬軽自動車税業務全般において、個人番号や本人確認情報を利用できるよう、宛名システムへの連携を行う。

団体内統合宛名

納税義務者・所有者

軽自動車税システム

①
申
告
書

【紙
】

②
減
免
申
請
書

【
紙
】

都道府県

ズバッと

課税状況

陸運

支局

①
申
告
書

【
紙
】

①
申
告
書

【紙
】

①
申
告
書

【
デ
ー
タ
】

①
申
告
書

・
納
付
情
報

【デ
ー
タ
】

①
申
告
書

【
紙
・
デ
ー
タ
】

③
納
税
通
知
書

【紙
】

④
減
免
決
定
通
知
書

【紙
】

⑤
住
所
変
更
通
知
書
・
名
義
変
更
通
知
書

【紙
】

⑨
課
税
状
況
調

【
デ
ー
タ
】

⑦
継
続
審
査
用
納
税
証
明
書

【
紙
】

帳票印刷

委託先

①
申
告
書

【
紙
】

総務省

軽自動車

検査協会

⑥
各
種
申
請
・
問
い
合
わ
せ

【窓
口
・電
話
】

中間サーバ

情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

連携基盤システム

⑪
情
報
連
携

申請者

⑧
標
識
交
付
申
請

【
紙
】

⑧
臨
時
運
行
許
可
件
数
等
報
告
書

【
紙
】

運輸支局・警察署

地方公共団体

システム機構

【税務システム】

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流

【凡例】

①
納
付
書

【紙
・デ
ー
タ
】

宛名システム

⑩
⑩

住登外システム

住記システム

⑪ ⑫

⑬

⑫

住民基本台帳ﾈｯ

ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
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【添付資料１】

 （別添1） 事務の内容

●収納事務

（備考）

①ＯＣＲ、コンビニ収納などの消込処理を行う。また財務会計の集計資料と収入日計表の内容を突合せて確認する。
②納付方法が口座振替の場合は、取扱金融機関向けに振替依頼データを作成する。金融機関から口座振替結果データを受取り、口
座振替ができたデータについて、消込を行う。
③過誤納の発生した場合は、還付または充当を行い、還付充当通知書を対象者へ送付する。還付については口座に振込する場合と、
市窓口に来庁して還付金を受取る場合がある。
④納期限までに納付しない納税者に対し、督促状を発送して納付を促す。
⑤納税通知書、督促状が正しく送付されない場合、市役所に返送されるので正しい送付先の調査など返戻事務を行う。
⑥収納事務全般に渡り、窓口対応や電話応対などで個人番号を利用する。
⑦納付書の再発行や証明書を発行する。
⑧送付先が不明のもの、郵便局から返送されたものについては、最新の住所地について調査（市外在住者の場合、住民基本台帳ネッ
トワークシステムを用いる）を行い、送付先が不明なものについては公示を行う。
⑨決算資料（月次・年次）を確認し、会計部門へ提示する。
⑩課税システムより当初調定、異動分調定データを受取る。
⑪収納事務において個人番号の検索、画面表示などを行う。
⑫住登者の異動情報を受け取る。
⑬収納業務全般において、個人番号や本人確認情報を利用できるよう、宛名システムへの連携を行う。
⑭地方税共同機構へ納付書データをアップロードする。

収納

代行業者

納税者

収納システム

③
還
付
口
座
振
替
デ
ー
タ
【
電
子
】

③
還
付
充
当
通
知
書

【紙
】

⑥
各
種
申
請
・問
い
合
わ
せ

【窓
口
・
電
話
】

①
納
付

市役所内納付窓口・

指定金融機関・

郵便局

市会計

部門

①
納
付
デ
ー
タ

【
電
子
】

コンビニ

公金収納センター

⑧
公
示

【
紙
】

①
納
付
デ
ー
タ

市役所

内窓口

金融

機関

③
還
付
金

④
督
促
状

⑦
証
明
書

【紙
】

市役所掲示場

郵便

局

⑤
返
送

【
紙
】

⑦
納
付
書

【
紙
】

帳票印刷

委託先

各課税システム

⑩
調
定
デ
ー
タ

【
電
子
】

市会計部門

金融機関

②
口
座
振
替
依
頼
デ
ー
タ
【電
子
】

②
口
座
振
替
結
果
デ
ー
タ
【
電
子
】

①
納
付

⑨
決
算
資
料

【
紙
】

【税務システム】

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流れ
【凡例】

市会計

共通基盤システム

公

金

受

取

口

座

情

報

中間サー

バー

eLTAX

①
納
付

⑭
納
付
書
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
デ
ー
タ
【
電
子
】

①
納
付
デ
ー
タ

【
電
子
】

宛名システム

住登外システム

住記システム住民基本台帳

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

⑧ ⑫

⑬

⑫

⑪ ⑪

添付資料1
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【添付資料１】

 （別添1） 事務の内容

●滞納整理事務

（備考）

①督促状を送付しても納付しない場合、滞納者へ催告書を送付し、納付を促す。
②催告の効果がなく、納付されない場合は、滞納処分の方針を決定するために滞納者の財産調査を行う。市町村向けの照会に対する
回答文書については個人番号が記載された文書が回答される場合がある。
③滞納者からの納税相談等を受ける。納税猶予するかどうか審査し、許可・不許可にかかわらず、猶予通知書を滞納者へ送付し、分割
納付計画をたて、分割納付誓約書を滞納者から受取る。また分割納付分の納付書を滞納者へ送付する。窓口対応の本人確認時に個
人番号を利用する。
④財産調査の結果、納付できる経済力があるにもかかわらず、納付する意志がないと判断した滞納者に対し、財産の差押を行う。
⑤債権者（権利者）は交付要求書、債権現在額申立書を裁判所から当市へ送付される。又裁判所等が執行機関のときは、交付要求書
などを送付する。
⑥滞納者、債権者（権利者）に対して公売を通知、又第三債務者に取立を依頼する。
⑦公売を実施し、買受人となった最高価申込者から買受代金が支払われる（第三債務者から取立金銭、裁判所から交付要求分の金
銭）。
⑧換価で得た金銭を税金として徴収するとともに、他の債権者に配分する。
⑨滞納者に滞納税額・督促手数料・延滞金に充当した旨を通知する。
⑩収納システムより調定額、収納額の連携を行う。また、時効が完成した滞納金や財産調査の結果により徴収できないと判断した滞納
金について、該当する調定情報を収納・滞納管理情報から抹消する。
⑪宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。（本人確認や個人番号による個人特定に利用）また、送付先が不明のもの、再度
郵便局から返送されたものについては、最新の住所地について調査（市外在住者の場合、住民基本台帳ネットワークシステムを用いる）
を行い、住登外システムに登録する。
⑫住登者の異動情報を受け取る。
⑬滞納業務全般において、個人番号や本人確認情報を利用できるよう、宛名システムへの連携を行う。

＊

滞納者

滞納整理システム

⑦
買
受
代
金

【
金
】

③
猶
予
通
知
書

【
紙
】

収納システム

市町村

⑩

不

納
欠

損

③
納
付
誓
約
書
・分
割
納
付
明
細
書
・納
付
書

【紙
】

②
財
産
調
査
向
け
照
会
文
書

【
紙
】【
電
子
】

第三債務者・債権者（権利者）

裁判所

④
差
押
調
書
（
謄
本
）
・
差
押
書

【
紙
】

⑥
公
売
通
知
書

【
紙
】

最高価

申込者

⑨
充
当
通
知
書

【紙
】

⑧
配
当
計
算
書

【
紙
】

企業、銀行、

郵便局、

保険会社、

ＮＴＴ 、

④
差
押
通
知
書

【紙
】

④
差
押
通
知
書

【紙
】

⑤
交
付
要
求
書
・債
権
現
在
額
申
立
書

【
紙
】

⑥
公
売
通
知
書

【紙
】

④
差
押
通
知
書

【
紙
】

⑧
配
当
計
算
書
・
配
当
金

【
紙
・金
】

①
催
告
書

帳票印刷

委託先

⑩
収
納
情
報

【税務システム】

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流れ

【凡例】

共通基盤システム

③
納
税
相
談
・
猶
予
申
請

【
窓
口
】

②
滞
納
者
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

【紙
】

②
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に
つ
い
て

【
紙
】

宛名システム

住登外システム

住記システム
住民基本台帳

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

⑪ ⑫

⑬

⑫

⑪ ⑪
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